
平成２９年度 西伊豆町教育委員会第１回臨時会 

 

１ 開催日  平成２９年４月２８日（金） １６：３０～１６：５０    

２ 場 所  西伊豆町福祉センター２Ｆ 大会議室 

３ 出席者  清野教育長、藤井定男（教育長職務代理者）・渡邉美成委員・ 

山本久美子委員・藤井繭子委員 ［事務局 髙木光一］ 

  欠席者  なし 

４ 傍聴者  なし 

 

髙 木：皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、臨時会にお集まりいただきまして

誠にありがとうございます。本日、平成２９年第２回の西伊豆町議会臨時

会におきまして、ここにおられます清野裕章さんが新教育長として任命す

ることに同意をいただき、先ほど星野町長から任命をされましたのでご報

告いたします。では、清野教育長から一言、就任のご挨拶をお願いいたし

ます。 

教育長：前任の宮﨑教育長からの仕事を引き継いで、その上学校再編ということ、

しかも学校再編、幼・少・中の三本立ての建設も入るということで、一歩

二歩後ずさりしましたけれども、校長をやっていた時に教育長が不在とい

う時期が半年以上ありまして、その間にこちらの事務局長のほうが教育長

の代わりを務めていたわけですが、現場では色々と困る場面が出てまいり

ました。今回も年度初めで 1 か月間ほど教育長が不在の時がありまして、

なんとか早く決めてもらえないかなと思っていたところに話が舞い込んで

きましたので、自分に言い聞かせて一歩目を目指したところです。本当に

何も分からず２年間過ごしましたので、初めてこちらに来て分からないこ

とだらけですけども、今日の教育委員会につきましても、事務局の方でこ

のように教本を作っていただいておりまして、だれでもすぐに入れるよう

にしていただいております。先ほども議会で「議会と行政が一体にならな

ければ、この難しいことは乗り越えて行けません」ということでお願いし

てきました。なんといっても足元の教育委員会からバラバラであったなら

ば、ここから先に進めるのが厳しいかと思います。言いたいことはどんど

ん言ってほしい。ですが最後にはお互いにまとめる方向で行きたいと思い

ます。 

髙 木：それでは会議に移りますが、改正された地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１３条第１項で、「教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育

委員会を代表する。」と規定されております。従いまして、ここからの進行

は清野教育長にお願いいたします。 

教育長：ここからは私が進行させていただきます。よろしくお願いいたします。た

だ今の出席委員は５名です。過半数に達していますので、ただ今から平成

２９年度第１回の臨時会を開催いたします。日程１の会議の日程ですが、

本日２８日、一日限りとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員：全員異議なし） 



教育長：日程２の議事録署名委員ですが、山本久美子委員にお願いします。 

（山本委員：了解） 

教育長：次に、日程３の「教育長職務代理者の指名について」になりますが、事務

局から説明をお願いします。 

高 木：それでは、日程３の「教育長職務代理者の指名について」ご説明申し上げ

ます。日程３の参考資料をご覧いただきたいと思います。こちらに、改正

された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１３条を記載してご

ざいますが、第２項に「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたと

きは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」と定められており

まして、ここで清野教育長から、教育長職務代理者の指名をお願いしたい

と思います。 

教育長：わかりました。それでは、ここで私から指名をさせていただきたいと思い

ます。山本久美子委員に教育長職務代理者をお願いしたいと思います。山

本委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

山 本：あまり自信はないのですが、お役に立てるように頑張ります。 

髙 木：ありがとうございます。それでは追加議案をお願いいたします。 

教育長：お手元に委員推薦書（案）を配ってあると思います。そちらにつきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

髙 木：第２号議案をご覧いただきたいと思います。西伊豆町立文教施設等整備委

員会の教育委員会推薦についてでございます。こちらの委員会につきまし

ては、教育委員会の推薦する者ということで町長が委嘱することが定めら

れております。資料として付けさせていただきました、委員推薦書案です

けども、学校長と園長に教育委員会の推薦ということで毎回入っていただ

いておりますので、今回も同じような形で推薦させていただければと思い

ます。 

渡 邉：変更はあるのか。 

髙 木：前委員の２年任期が満了となったため、全ての方が新たな委員となります。 

教育長：この別紙の通り賛同していただけます方は挙手願います。 

    （委員：全員賛成） 

教育長：全員賛成ということで可決されました。本日の協議案件は以上となります

それでは平成２９年度第１回の臨時会を終了します。皆様お疲れ様でした。 

                           


